
加害者が、被害者に近

づくことを禁止する命令で

す。

※必要な場合は、被害者

と同居する子供や被害者

の親族等に対する接近禁

止命令も発せられます。

加害者が、被害者に次のことを行うことを禁止する命令

です。

①面会の要求

②行動を監視していると告げる行為

③著しく粗野・乱暴な言動

④無言電話・連続電話等

⑤夜間の電話等

（午後１０時から午前６時まで）

⑥汚物等の送付

⑦名誉を傷つける

⑧性的羞恥心の侵害

ＤＶ被害者

配偶者暴力

相談支援

センター

地方裁判所警察

ＤＶ加害者

⑥加害者に

「保護命令」の

発令

①警察又は配偶

者暴力相談支援

センターへ相談

②裁判所へ

「保護命令」の

申し立て
相談相談

④被害者がDV相談をした

事実について回答

⑤警察等から提出された書

面及び被害者・加害者双方

からの聴取（審尋）その他

証拠資料等を基に、保護命

令の要否を判断

③被害者がDV相談した

事実を照会

　保護命令とはＤＶ被害を防止するため、裁判官が加害者に発する命令のことです。
　保護命令の対象となる暴力は
　身体的暴力と生命・身体に危害を加えること（「殺す」など）を告げて行う脅迫です！
※性的暴力、経済的暴力、精神的暴力（生命等に向けた脅迫を除く）は保護命令の対象となりません。

退去命令 接近禁止命令 電話等禁止命令

※保護命令は、被害者が地方裁判所に
　申し立てます。

保護命令

保護命令に違反した場合、１年以下の懲役

又は１００万円以下の罰金！！

期間は２ヶ月 期間は６ヶ月

期間は６ヶ月

加害者に、被害者

と住む住居から退去

することを命じるもの

です。

その間に、被害者

が引っ越しをして安

全な場所へ避難する

ための手助けとなり

ます。


